
令和８年度「男女共同参画情報誌 クレオ」作成業務 仕様書 

 

令和８年度「男女共同参画情報誌 クレオ」作成業務は、大阪市の指定管理代行業務として、大

阪市立男女共同参画センター及び大阪市立こども文化センターの指定管理者「大阪市男女共同参

画推進事業体」（代表者：一般財団法人大阪男女いきいき財団（以下「財団」という））が実施するも

のであり、「男女共同参画情報誌 クレオ」は、大阪市の男女共同参画施策や男女共同参画センタ

ーの事業等を紹介するための広報媒体である。 

 

１． 発行回数（発行日） 

計 4回（５月、８月、11月、２月の各 15日） 

 

２．印刷物仕様 

 (1) サイズ  Ａ４縦型（Ａ３二つ折り） 

 (2) 刷色   表紙、中面ともに両面４色 

 (3) 頁数   各回 12ページ 

 (４) 製本   中綴じ（針金）左綴じ 

 (５) 部数   36,000部(9,000部×4回) 

 (6) 用紙   四六判連量 90ｋｇ以下、マットコート紙またはコート紙(再生紙の使用を必須とし、 

リサイクル特性 A ランクが望ましい) 

 

３．原稿 

ワード、イラストレーター等で作成したデータを、メール、USB メモリなど電子媒体で入稿する。 

入稿は、発行月の前月 1日頃を基本とするが、財団の都合により変更することがある。 

 

４．デザイン・レイアウト 

(1) 年度当初に年４回の表紙デザイン案を作成し財団と協議する。 

(2) 各回の原稿入稿前に渡されるページ構成表をもとに、表紙および中面のデザインを事前に

提出し財団と協議する。 

(3) 表紙・中面デザインおよび中面レイアウトは統一感を意識してください。 

(4) 視覚障がい者や高齢者などに配慮したユニバーサルデザインを採用し、誰もが読みやすく、

わかりやすく、デザイン性に優れた表紙・中面を提示すること。 

 

５．校正 

校正はゲラへの朱書き、データの受け渡し等により行う。校正回数は、初校、再校、再再校、最

終校正の４回を基本とするが、訂正箇所があれば責了とせず、校了まで繰り返し行う。校正の途

中で見出し及び記事の変更・組み替え、写真・イラスト・見出しの差し替え、レイアウトの変更を

することがある。色校正はインクジェットで色味の確認を行う。使用する紙は指定しないが、出来

上がりに近いものを提示すること。 

校了は発行月の前月末を原則とするが、都合により変更することがある。 

 

６．納品 

校了後、財団が指定する場所（クレオ大阪中央、クレオ大阪子育て館、クレオ大阪西、クレオ大

阪南、クレオ大阪東、大阪市役所内市民局男女共同参画課）に指定部数を納品すること。納品

は発行日を原則とするが、都合により変更することがある。また、ＰＤＦデータ化したもの（①1 ペ



ージごと ②見開きページごと）も発行日の３日前までに納品すること。 

また、HTML により「男女共同参画情報誌クレオ」ホームページを作成し、発行日に更新するこ

と。（クレオ大阪ホームページ 情報誌クレオ https://danjo.osaka.jp/wp/ を参照） 

 

 

７．代金 

(1) 価格 契約価格は、誌面の編集・レイアウト作成等に関する経費及び、版下作成など印刷 

に関する経費、PDF データ化及び著作権譲渡に関する経費、納品に関する経費、

情報誌クレオホームページ作成、更新に関する経費等、一切を含めた価格とする(消

費税額を含まない)。 

(2) 支払 発行ごとの請求とし、契約価格を発行回数で割った１回分を支払う。 

       ただし、適格請求書にて請求があった場合は、消費税額を加えて支払うものとする。

また、必要に応じて源泉徴収所得税額を差し引いて支払う。 

 

８．著作権 

本件成果物に対して、著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む）他一切

の権利は大阪市立男女共同参画センター及び大阪市立こども文化センターの指定管理者に

譲渡し、著作人格権は行使しないものとする。 

ただし、財団が認める署名記事、インタビュー等については、その限りではない。 

 

９．契約違反 

印刷物の出来ばえ、納入期日、その他契約に指定したとおりに行われなかったと財団が認めた

場合は、支払い価格の全部または一部を減額し、もしくは即時に契約を解除することがある。 

 

10．疑義 

本仕様に疑義が生じた場合は、財団の指示に従うこと。 

 

11．その他 

(1) 上記仕様は、財団の都合により協議のうえ、変更することがある。 

(2) 大阪市から当業務の第三者委託が承認されることを条件に本件業務委託契約を締結する

ものとする。 

(3) 契約書は、大阪市の求めにより大阪市に閲覧させ、又は写しを交付することがあり、写しを

交付したときは、大阪市情報公開条例の定めにより公開されることがある。 

(４) 契約は令和９年３月３１日までとします。（更新の可能性あり） 

 

12．問い合わせ 

一般財団法人大阪男女いきいき財団 企画調整課  

〒543-0002 大阪市天王寺区上汐 5-6-25 クレオ大阪中央内  電話 06-7656-9040 


